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「子どもの遊び場について」 

意 見 今年、小櫃地区に引っ越してしてきました。 

この辺りには子供が遊べる満足な公園がなくとても不便していま

す。公園で遊ばせようとなると、車で市外の百目木公園や小櫃堰公園

まで行かなければなりません。 

気軽に子供を遊ばせられるような場所を市街の方ではなく、小櫃地

区など人口の少ない地域にも作ってもらえませんでしょうか。 

回 答 市では、市民の皆様が気軽に利用できる自然豊かな公園、緑地の整

備を計画的に行っており、小櫃地区においては、平成２７年度に俵田

駅前公園を開園したところです。そのため、現状では小櫃地区に新た

な公園を整備する計画は予定しておりません。 

なお、未就学児のお子様であれば、小櫃保育園内で遊具のある園庭

を解放しているほか、未就学児とその保護者が一緒に遊べる場「コア

ラルーム」を設置しております。無料で利用でき、子育て相談なども

受け付けておりますので、ぜひご活用ください。 

また、民間事業者のキャンプ場施設として生まれ変わった旧亀山中

学校では、利用者以外の方にも体育館が解放されており、広い館内で

ボールや遊具を使って遊んだり、走り回ったりなど、天候を気にせず、

ご利用いただけます。 

公園はスポーツや遊ぶための広場、住民の憩いの場や災害時の一時

避難場所など、様々な役割を担っていますが、老朽化した施設も多く

改修等が課題となっています。そうした中、本市の基幹公園である内

みのわ運動公園について、民間事業者と連携したリニューアルを計画

しているところです。今後、充実した子どもたちの遊び場の整備など、

君津地区以外にお住いの方にとっても遊びに出かけたくなる魅力的な

公園となるよう取り組んでまいります。 
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